
議案第６号 

   みよし市介護保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 
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   説 明 

 この案を提出するのは、令和６年度から令和８年度までの介護保険料を定める等のため必要

があるからである。 
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   みよし市介護保険条例の一部を改正する条例 

みよし市介護保険条例（平成１２年三好町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に改め、

同項第１号中「２２，０８０円」を「２０，２８０円」に改め、同項第２号中「３５，８

８０円」を「２９，４００円」に改め、同項第３号中「４１，４００円」を「２９，６８

８円」に改め、同項第４号中「４６，９２０円」を「４７，０４０円」に改め、同項第５

号中「５５，２００円」を「５８，８００円」に改め、同項第６号中「６０，７２０円」

を「７０，５６０円」に改め、同号ア中「１２５万円」を「１２０万円」に改め、同項第

７号中「７１，７６０円」を「７６，４４０円」に改め、同項第８号中「８２，８００円」

を「８８，２００円」に改め、同項第９号中「９３，８４０円」を「９９，９６０円」に

改め、同号ア中「４００万円」を「４２０万円」に改め、同項第１０号中「１０４，８８

０円」を「１１１，７２０円」に改め、同号ア中「７００万円」を「５２０万円」に改め、

同項第１１号中「１１０，４００円」を「１２３，４８０円」に改め、同号ア中「１，０

００万円」を「６２０万円」に改め、同項第１２号中「１１５，９２０円」を「１３５，

２４０円」に改め、同号ア中「１，５００万円」を「７２０万円」に改め、同項第１３号

中「１２１，４４０円」を「１４１，１２０円」に改め、同条第２項中「令和３年度から

令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、「１１，０４０円」を「１０，２８４円」

に改め、同条第３項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、

「１１，０４０円」を「１０，２８４円」に、「２２，０８０円」を「１７，６４０円」に

改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、

「１１，０４０円」を「１０，２８４円」に、「３８，６４０円」を「２９，４００円」に

改める。 

第１０条第２項中第２号を削り、第３号を第２号とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１０条第２項中第２号を削

り、第３号を第２号とする改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後のみよし市介護保険条例第４条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、

令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  
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みよし市介護保険条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

（保険料率） （保険料率） 

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条第1号に規定する第1

号被保険者（以下「第1号被保険者」という。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条第1号に規定する第1

号被保険者（以下「第1号被保険者」という。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 20,280円 (1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 22,080円 

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 29,400円 (2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 35,880円 

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 29,688円 (3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 41,400円 

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 47,040円 (4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 46,920円 

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 58,800円 (5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 55,200円 

(6) 次のいずれかに該当する者 70,560円 (6) 次のいずれかに該当する者 60,720円 

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第1項第13号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34

条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）が120万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第1項第13号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34

条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）が125万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 略 イ 略 

(7) 次のいずれかに該当する者 76,440円 (7) 次のいずれかに該当する者 71,760円 

ア以下 略 ア以下 略 

(8) 次のいずれかに該当する者 88,200円 (8) 次のいずれかに該当する者 82,800円 

ア以下 略 ア以下 略 

(9) 次のいずれかに該当する者 99,960円 (9) 次のいずれかに該当する者 93,840円 

ア 合計所得金額が420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ア 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 略 イ 略 

(10) 次のいずれかに該当する者 111,720円 (10) 次のいずれかに該当する者 104,880円 

ア 合計所得金額が520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ア 合計所得金額が700万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 略 イ 略 

(11) 次のいずれかに該当する者 123,480円 (11) 次のいずれかに該当する者 110,400円 

ア 合計所得金額が620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ア 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 略 イ 略 

(12) 次のいずれかに該当する者 135,240円 (12) 次のいずれかに該当する者 115,920円 

ア 合計所得金額が720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ア 合計所得金額が1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 略 イ 略 

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 141,120円 (13) 前各号のいずれにも該当しない者 121,440円 
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みよし市介護保険条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和6年度から令和8

年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、10,284円とする。 

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和3年度から令和5

年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、11,040円とする。 

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度

までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「10,284円」とあるのは、「17,64

0円」と読み替えるものとする。 

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度

までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「11,040円」とあるのは、「22,08

0円」と読み替えるものとする。 

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年

度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「10,284円」とあるのは、「2

9,400円」と読み替えるものとする。 

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年

度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「11,040円」とあるのは、「3

8,640円」と読み替えるものとする。 

（保険料の減免） （保険料の減免） 

第10条 略 第10条 略 

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されているものに

ついては納期限前7日（災害その他の特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく

困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日）までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されてい

るものについては特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日（災害その他の特別な事情があることに

より、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日）ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

2 同左 

(1) 略 (1) 略 

 (2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係

る月 

(2) 略 (3) 略 

3 略 3 略 
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